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ぐんま住まいの相談センター

　Q：ご相談内容

新しく店舗を作ろうと思い契約したが、お金が無くなってしまったので解約
したい。どうしたらよいか。

A：回答

締結された「契約」というものが、そのような種類の「契約」をされたのか
がわかりませんが、まずは契約した相手方へ解約の意思を伝えることとなり
ます。
相談者（注文者）都合の契約の解除ですので、受注者の方から違約金（損害
賠償）の請求はされるものと考えます。交渉の結果について、不服点が生じ
た場合は、弁護士等に法的な取扱いについて相談等を行って下さい。
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